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　地方公共団体が課すことができる地方税には、法人事業税や自動
車税、個人住民税や固定資産税など多くの税目があり、これらは法定
税と呼ばれ、課税の対象や税額の計算方法などが、地方税法で定めら
れています。また、地方公共団体は条例により、地方税法に定める税目
以外にも、独自の税を課すことができます。これを法定外税と呼び、税
収の使途が条例に定められているかどうかにより、法定外普通税と法
定外目的税に分けられます。
　地方公共団体が法定外税を導入するに当たっては、事前に総務大
臣に協議し同意を得る必要があります。総務大臣は、地方公共団体が
新たに導入しようとする法定外税が①国税又は他の地方税と課税標
準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること、②地方公共
団体間における物の流通に重大な障害を与えること、③国の経済施策
に照らして適当でないことのいずれかに該当しない限り、これに同意し
なければなりません。
　令和６年４月現在、産業廃棄物税（三重県、長崎県、沖縄県等）や核
燃料税（北海道、福井県、愛媛県等）など、50を超える地方公共団体で
法定外税が導入されています。近年、報道などで話題となっている「宿
泊税」も法定外（目的）税です。
　宿泊税は、観光施策に要する費用を確保するために平成14年度に

Mission

　教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、私たちの生活に身近な行政サービスの多くは、市区町村や都道府県によっ
て提供されています。地方税は、こうしたサービスを賄うための財源であり、その地域に住む住民などが広く共同して負担
しあうものとして、都道府県や市区町村がそれぞれ条例に基づいて課税しています。自治税務局では、この地方税の枠組
みを定める地方税法を所管しています。

地方税の制度運営の担い手として

　地方公共団体の収入（令和６年度地方財政計画額93.9兆円）には、地方税のほか、地方交付税、国庫補助負担金、地方
債などがありますが、地方税は44.9兆円と全体の47.8％を占めています。
　地方公共団体が、自らの発想で特色を持った地域づくりができるよう、地方分権を推進し、その基盤となる地方税を充実
させることが必要です。自治税務局においては、これまで、国と地方の役割分担を踏まえ、平成19年の国（所得税）から地方
（個人住民税）への３兆円の税源移譲や平成26年度及び令和元年度の地方消費税率の引上げ（消費税率換算：1.0％→
1.7％→2.2％）、また、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の森林環境税及び森林
環境譲与税の創設など、地方税の充実に取り組んできました。

地方税の充実に向けて

自治税務局は、地方公共団体の行政サービスの重要な原資であり、「地域社会の会費」で
ある地方税の充実・確保を図ることにより地方分権を推進するとともに、日本の社会経済
の変化に対応した地方税制改正の企画・立案を担っています。

　地方公共団体が地域の実情に応じた行政サービスを提供するため
には、安定的な財政運営に必要となる一般財源を確保する必要があ
り、その際、できるだけ自らの財源である地方税によって必要となる財
源を賄うことが理想ですが、税源の偏在があれば、地方税の充実を図
ると地方公共団体間の財政力格差が拡大することには留意が必要で
す。したがって、地方税の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小
さく税収が安定的な地方税体系の構築を進めることが必要となります。 
　自治税務局においては、これまで、上述の地方消費税率の引上げの
ほか、法人事業税における外形標準課税の導入（平成16年度）・拡大
（平成27、28年度）を行い、税収の安定性の確保や応益課税の強化を
図るとともに、令和元年度に、地域間の財政力格差の拡大、経済社会
構造の変化等を踏まえ、大都市に税収が集中する構造的な課題に対
処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するための特
別法人事業税及び特別法人事業譲与税の創設などに取り組んできま
した。

偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築等

■ 人口１人当たり税収額の偏在度（令和４年度）

注） １ 表中における計数は、超過課税等を含まない。
 ２ 令和４年度までは決算額、令和５、６年度は地方財政計画額である。
 ３ 地方法人二税の平成21年度以降の点線は、国から都道府県に対して譲与されている
  特別法人事業譲与税等を除いた額。

■ 税収推移（地方消費税・地方法人二税）

東京都で導入されて以降、大阪府（平成28年度）や京都市（平成30年
度）など計９団体で導入されており、令和６年11月から新たに北海道
ニセコ町で導入が予定されています。コロナ禍からの回復に伴う訪日
外国人旅行者の増加等による観光行政需要の高まり等によって、今
後、宿泊税を検討する団体がさらに増加していくことが予想されます。
　法定外税の導入は、新たな税源を確保するため、地方公共団体自ら
の責任と判断において行われるものであり、地方分権の観点からも重
要な意義を持つものと考えられます。

■ 国税・地方税の税収内訳（令和６年度予算・地方財政計画額）


